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私は、役職柄、PCT国際出願に関する多くの説明

会とプレゼンテーションの機会をいただいています。

しばしば、日本の国際出願の伸びが対前年比23％の

伸びだ、と説明するとき、あやうく「お陰様で、対

前年比23％の増加です」というように、「お陰様で」

を枕詞にしてしまうことがあります。しかし、ここ

は商人が儲け高を語るわけではないので、気を付け

なければいけません。とくに、国際出願課の状況を

紹介するような本稿においては、依然衰えることの

ないPCT国際出願の増加は、まさに当課にとっては

脅威であることを正確にお伝えしなければならない

でしょう。

国際出願課は、現在55名の職員（含む調査員）と

24名の派遣職員等、そして12名のアルバイトの合計

91名で構成されています。私が、最初に国際出願課、

当時の国際出願室に配属された10年前は、およそ15

名の職員を持つ小さな室でした。当時の国際出願件

数は、ちょうど昨年の10分の1にあたる1700件程度
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でした。この件数の少なさは、庁内での国際出願室

の配置にも反映されており、出願人の方々が出願を

持ってくる窓口でありながら5階に位置していまし

た。これも、今となっては昔話のように響きます。

そして、1 0年の年月を経て、徐々に国際出願の利

便性が認められ、今日の国際出願の件数に至ってい

ます。この件数の伸びが、すなわち単純に国際出願

課の業務量の伸びには直結しません。つまり、国際

出願件数の2 5％ごとの伸びが、4年間継続すれば単

純に業務量は2倍、人員も2倍必要になるわけでは

ありません。出願件数が増えても、増加しない業務

もある一方で、ねずみ算的に増加する中間書類（国

際出願1件には、出願後に平均約4件の後続手続があ

り、それには莫大な分量の書類（中間書類）が伴い

ます）のような業務もあります。いずれにしても、

止まらない急激な国際出願の伸びを受けて、国際出

願課は、今、「すっごい状況です」というひと言に凝

縮されます。

本稿で課内業務量の厳しさを訴えても、機構定員要

求の説明資料のようで面白みがありません。そこで、

業務量ではなく、私が感じる大所帯の課の大変さを、

いくつかご紹介します。

★ 課内全員の顔と名前を一致させるのが大変（職員の

方々は問題ありませんが、派遣職員の方々、そして

アルバイトとなると容易ではありません。）

★ 異動時期に課内で行う歓送迎会が大変（この人数が

どのように集合するかもさることながら、自分の分

の料理を確保することも一苦労です。とくに、若い

アルバイトの方々が多いテーブルを極力避け、食欲

が落ち着いてきている年配の職員が多いテーブルに

陣取るなどの自衛措置が必要となります。ピザなど

は、8等分ではなく、1 6等分ぐらいにカットしてもら

いたいと思います。）

★ 休暇届を発見するのが大変（職員全員の休暇届がフ

ァイルに入っているので、そこから自分の休暇届を

発見するのは時間を要します。しかし、出勤簿につ

いては、数年前から出勤段階に応じて出勤簿が分か

れたので、この点は大いに改善です。職員全員が同

じ出勤簿に綴られている状況は、朝からの出だしに

影響します。）

★ 出張のときのお土産探しが大変（なかなか、9 0個が

ひと箱に入った温泉饅頭などは発見できず、結果と

して自分の周辺の人々だけにこっそりお土産を買っ

てくることも多くなります。また、私は海外出張が

多いのですが、そのときのお土産探しも苦労します。

『私、大阪へ行ってきました』と包装に書かれた薄い

クッキーを大阪駅で見たことがありますが、『私、ジ

ュネーブへ行ってきました』と書かれた一口チョコ

レートなどがあれば、どんなに気楽なことでしょう。）

1－2. PCT規則改正と国際出願課

今から4年前、2 0 0 0年のP C T同盟総会で採択された

P C T制度改革、いわゆるP C Tリフォームは、今でも活発

な国際議論が続けられています。P C Tリフォームの議論

が開始された当初の勢いは、その議論の性質が若干変化

しつつあることから、猪突猛進的なものではなくなって

きました。2 0 0 2年に規則改正が採択された「みなし全指

定」、「国際調査見解書の導入」、そして「国内移行期限

の徒過に対する救済」がひとつのまとまりを得たことが、

P C Tリフォームの今後の舵取りに変化をもたらしている

のも事実だと思います。

しかし、依然としてP C Tリフォームは、年間2回のワ

ーキンググループ会合を開催し、その一週間では議論し

きれないほどの規則改正案が提案されています。さらに

最近の P C Tリフォーム議論の特徴としては、遺伝子資

源／伝統的知識に関する問題、今後のP C Tのあり方、

P C T条約改正の可能性などを含めて、政治的、政策的な

議論も増えてきていることです。遺伝子資源／伝統的知

識の問題は、特許法条約（P LＴ）を採択するための外

交会議（2 0 0 0年）で、一時は外交会議自体が流れるので

はないかとも懸念された、当時の表現でいう｢コロンビ

ア提案｣の末えいです。P L Tが採択されたのちも、遺伝

子資源／伝統的知識をめぐる途上国と先進国との議論、

調整は、その舞台を転々としながら、まるで風邪がうつ

るように継続されています。そしてP C Tも、いよいよそ

の風邪に感染したというのが今の状況です。

PCTリフォームを考えるとき、その複雑さ、大変さは、

いくつもの理由があります。まず、リフォームを議論す

る国の数が非常に多いこと。これも政治的な問題から、
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ある特定の国、地域をはずしての議論は、そう容易には

実現しません。P C Tの新しい制度づくりが、先進主要国

だけの議論で進められれば、なおさら問題が顕在化する

ことになります。他方で、このような大勢の会議が、詳

細な規則改正のツメを行うのにあまり適切、効率的では

ないことを多くの国が感じているのも事実です。今後は、

途上国の外交的な面子を保ちつつ、改正規則に関してよ

り実質的、効率的な議論をいかに確保するかが、P C Tリ

フォーム議論に参加する主要国の智恵の出しどころだと

思います（欧州特許庁（E P O）は、この点に着目し、フ

ァーストトラックと称する電子掲示板による議論の前哨

戦を提案しています）。

もうひとつのP C Tリフォームの複雑さ、大変さは、規

則改正を形づくる三つ巴のバランスのむずかしさだと考

えます。つまり、P C Tをめぐる「政策」と「法律」、そ

して「実務」の三つ巴です。この3つのうち最初から

P C Tに存在したのは、「法律」と「実務」です。P C T自

体が法律であり、出願手続ですから、それは当然のこと

でしょう。そして、次に登場した側面が「政策」です。

設立当初のP C Tでは、これほどP C Tが政策的な意味合い

を持ちえない駆け出しの出願制度でした。その後、とく

にP L Tによって拍車をかけられ、P C Tは政策的な絡みの

多い制度となりました。2 0 0 4年1月1日に発効した「国際

調査見解書の作成」も、様々な角度から異なった様相を

見せますが、これもP C Tの政策的な意味合いも強い制度

ということができます。

さらに、近年、「実務」が新たな重さを持って再登場

してきました。W I P Oも、このP C Tの「実務」の新たな

登場に関しては、ゆっくりながら着実に重要さの認識を

強めていると感じられます。国際出願の件数の増加、電

子出願の開始、出願人にやさしい（ユーザーフレンドリ

ーな）手続の追及、年々改正されるP C T規則、などの現

代的な課題を見ても、「実務」が P C Tにおいて再度注目

される理由が容易に理解できると思います。

これらを背景として、P C Tの規則改正は、その勢いの

中でP C Tの新しい段階に向けた「生みの苦しみ」を感じ

始めています。条約と規則が少しずつ乖離し始めている

のではないかとの懸念とそれをどう解決できるのかにつ

いて、P C Tリフォームの会議は戸惑い始めています。ま

た、規則を改正し、新たな手続は始まったけれども、そ

の細部の運用については十分に議論されていない、ある

いは規則改正によって予想しない影響が発生した、そん

なことも目立つようになってきました。加えて、これら

規則改正の副産物をどのように収集するかについて再度

の議論を要していることも、やはり「生みの苦しみ」だ

と考えられます。

【ちなみに、国際出願課の状況といえば……】

私が小学校5年生のとき、「山で石を投げてはいけ

ない」ということを登山の時に担任から説明された

のを覚えています。投げた時にはひとかけらの石で

も、それが山を転がっていくうちに少しずつ大きな

石にぶつかりながら、最終的には小さながけ崩れに

なることもある、というのが彼の説明でした。その

小さながけ崩れの下にいたのが、国際出願課でした。

P C Tリフォームの議論でオーストラリアが繰り返

した「出願人がオーストラリア（A U）を指定するつも

りで、オーストリア（A T）を指定する誤りを誘引する

指定手続は改正すべきだ」という提案が、一連の規

則を改正させました。当初、私も、そんなA UとA T

の誤りから、規則改正までいくのか、と懐疑的な見

方をしていました。しかし、特許庁の地下売店でオ

ーストリアの水を「オーストラリア・ウォーター

P C Tリフォームは、白と黒の単純な議論ではない。だから、議論はお

もしろい（ジュネーブ大学構内にて）
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1 8 9円」として表示されているのを発見したとき、

P C Tリフォームでのオーストラリアの懸念が奇妙に現

実味を帯びてきたことも確かです（本稿提出時に再

度確認したところ、きちんと「オーストリア」と修

正されていました）。その小さな議論から、いわゆる

「みなし全指定手続」が2004年1月に導入されました。

改正は、表面的には単純な手続の簡素化と言えます。

しかし、その改正の影響を受けた多くの手続の変更、

運用の変更、P C Tユーザーの方々からの照会などを、

事の裾野で対処しているのが国際出願課です。

規則改正された新しい制度、手続をP C Tに導入す

るとき、国際出願課にとっては2つの異なった困難

があります。ひとつは、新たな制度、手続をいかに

国際出願課の課内で徹底するかの困難さです。そし

て、もうひとつは、それらの新たな要素を現行の課

内運用の中にいかに適切に組み込むかのむずかしさ

です。

とくに、前者は課の職員自身にとって、精神的な

面も含めて非常に負担になっています。職員にとっ

ては、現行制度のもとで毎日の業務、それも通常手

に余る業務を残業しながら処理している状況にあっ

て、次々と新しい手続が付加されていくプレッシャ

ーは甚大です。新しい手続の内容を知るだけでは、

到底不十分です。聞いて、覚えて、ユーザーの方々

に自分から説明ができる程度に咀嚼する必要があり

ます。これは、当課の若手職員にとっても大変な使

命でありますが、ましてや年齢を重ねた……（あえ

て中略）……であろうと思います。

「おい、星野、いつまで改正やるんだよっ」という

文句、とも見受けられる「励まし」をしばしば課内

でいただきますが、それは課の職員がP C Tユーザー

の意見を私に対して代弁するという役割さえも、そ

こで担っているに違いない、と私は（努めて、その

ように）考えています。

また、後者の課内運用への取り込みについては、

日本が独自に抱える問題なのかもしれません。つま

り、現行の国際出願をめぐる手続運用が、新しい制

度、手続を受け入れることを容易に許さない状況に

あるからです。国際出願を処理するための課内での

機械化の状況が、その好例ではないでしょうか。本

来、P C Tは各国国内法令が認める範囲内で、国内出

願手続からは「独立した」手続であります。しかし、

日本の場合、庁内システムと国内出願手続の延長線

に置かれた国際出願手続も多く、規則改正によって

新たに加わろうとする新参者を容易には受け入れな

いのです。そのような状況にあって、国際出願課は

「いったい、何が、どのように可能であるか」を常に

考えている必要があります。手続、運用、様式、そ

れぞれの観点を総合的に判断しながら、P C Tリフォ

ームの成果物の居場所を探してあげるのも、当課の

重要な業務となっています。

時として、その時点になって、改正された規則に

矛盾らしき点、または解釈に幅があるような場合が

認められることがあります。あるいは、改正規則が

手続の流れのすべてを規定しきれていない場合、さ

らには、改正規則が実際の運用にどうしても治まり

きれない場合なども多々あります。そのような場面

こそが、国際出願専門官としての小職の業務の中心

です。国際出願専門官は、P C Tリフォームの担当者

という以上に、改正規則と国内運用との関係を

W I P Oと調整するコーディネーターの役割を担って

います。

2. PCT国際出願制度の特徴／メリット

P C Tリフォームの議論を受けて、最初に本格的、かつ

大規模な規則改正が採択されたのが2 0 0 2年のP C T同盟総

会です。そこで、今年2 0 0 4年1月に発効した「みなし全

指定」と「国際調査見解書の導入」が改正規則に盛り込

まれました。2 0 0 2年に採択された規則改正は、数にして

約1 0 0規則に及びます。そもそもP C Tは手続条約であり、

その規則は非常に複雑で詳細です。それに加えて1 0 0規

則に及ぶ改正は、世界中のすべての特許庁とP C Tユーザ

ーにかなりの負荷を与えたであろうと容易に推測するこ

とができます。

それでは、改正過程での国際的な議論を意識して盛り

込みながら、2 0 0 4年1月に発効した新たなP C Tの概要を、

従来からのP C T国際出願制度の特徴、メリットも踏まえ

て、整理してみたいと思います。その説明に重ねながら、

国際出願課のより細かい部分をご紹介したいと思いま
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す。新しいPCTをすでに詳細にご承知の方々にとっては、

重複で恐縮ですが、そのような方々にとっても、ひょっ

として何か新たな情報をひとつでもご提供できれば幸い

です。

● 国際出願願書は、必要最小限に凝縮された記載項目

のみを記載し、その願書様式は国際的に統一されて

いる。

P C T願書は2種類の記載事項から構成されます。ひと

つは、国際的に必要最小限に凝縮されたP C Tの内容、も

うひとつは限定的に認められた各国の国内要件のP C T願

書への取り込みです。前者のP C Tの内容は、P C Tの形式

とともに、そのまま特許法条約（ P L T）に移植され

（P L T第6条）、P L T加盟国の国内出願の願書に関する形

式と内容を規定することとなります。

【ちなみに、国際出願課の状況といえば……】

P C T願書様式の日本語版を作成しているのも国際

出願課です。この願書日本語版の作成は、これまで

述べた国際出願課の苦労とは別の次元ですが、大変

な作業です。W I P Oは、英語願書を作成する際に特別

な洗練された様式作成ソフトを使用しているため、

かなり複雑なボックスの配置、微細な記載事項も容

易に編集することができます。一方、日本語の願書

様式は、マイクロソフト・ワードによって地道に作

成されています。国際出願課の担当は、かなりの職

人技と微妙な行間、フォントを駆使し、そして苦労

の涙を流しながら様式を作成しています。

さらに言えば、願書以外の受理官庁様式は、ジャ

ストシステム・一太郎で作成されており、この点に

ついては、さらに触れたくない部分です……。

● 国際出願願書は、日本語で作成、提出することで

P C T加盟国1 2 3ヶ国（2 0 0 4年4月1日現在）すべての

国々に対して国内出願をしたものとしてみなされ、

出願日（国際出願日）を確保できる。また、願書は、

英語で作成することもでき、その場合には、E P Oで国

際調査を受けることができる。とくに欧州での権利

化を予定する場合には、有効となる。

国際出願は、出願時に翻訳の必要はなく、願書を日本

語で作成し出願できます。これは、出費が大きい翻訳コ

ストの先送りとして、P C Tの重要なメリットのひとつで

す。また、日本は英語の国際出願も受理するため、国際

出願をあえて最初から英語で作成し、権利化を予定して

いるE P Oで国際調査を行い、欧州での先行技術文献を

より精査することが可能となります。また、米国に対し

ては、国際出願を英語で出願することで、米国における

先行技術としての効果を国際出願日にまで遡及させるこ

とが可能です（日本語国際出願の場合には、それが米国

に国内移行した日（英語翻訳文を提出した日）となりま

す）。

【ちなみに、国際出願課の状況といえば……】

国際出願課に関しては、①条約に基づく国際出願を

扱う課であり、②条約ならば国際関係の仕事となるた

め、③だから国際出願課は英語を毎日使う課である、

という奇妙な三段論法があると聞きます。実際、P C T

手続の英語による略称などは業務上必須であり、カタ

カナ用語の多い課であるかもしれません。しかし、実

際には、それほど英語が必要な課ではありません。に

もかかわらず、この三段論法によって、「英語」とい

うだけでなんとなく抵抗がある方々にとっては、国際

出願課への異動はできれば避けたいと思うようです。

逆に、英語を勉強し、英語を使って仕事をしたいと思

って異動した方々にとっては、国際出願課での英語の

仕事は、少しもの足りないと思うようです。そんな、

英語をめぐる虚実が当課には存在します。

実際、国際出願課には驚くべき統計があります。当

課職員の約3人にひとりが外国に住んだことがあるか、

外国出張経験者です。英語にまったく抵抗がない職員

（英語に抵抗がないと信じられている、またはそう期

待されている職員も含む）をこれほど多く持つ課は、

審査業務部内では国際出願課が唯一だと思います。

P C Tの複雑な手続の遂行と国際的な調整は、そのよう

な国際経験の豊かな当課の職員によって、……（あえ

て後略）。

● 国際出願の提出、及びその後の各種手続の提出は、

特許庁（受理官庁）に一本化されている。出願人が
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受理官庁に対して行った手続（名義変更、住所変更

など）は、各国特許庁（指定官庁）に対して等しく

有効な手続となる。

国際出願制度の基本理念のひとつは、各国官庁の重複

業務をなくすことです。従来、各国で重複して行ってい

た手続的な流れを一本に束ね、その束ねられた一本の作

業は、出願人の国にある特許庁（受理官庁）とW I P O国

際事務局で行おうとするのが、P C Tの基本的な造りとな

ります。出願人にとっては、外国特許出願でありながら、

手続のホームコントロールが可能となります。

W I P Oは、このP C Tのメリットは、さらに拡大する余

地があるとして、P C Tリフォームの議論でも勢いづいて

いるところがあります。つまり、国際出願であれば、各

国へ国内移行した後であっても、出願人の名称変更、住

所変更など実体が絡まない変更の記録をW I P Oで一本化

できると提案しています。なるほど、理想的ではありま

すが、言語の問題、P C Tが条約として規定している権限

を越えていないか、という問題など克服すべき課題は依

然多そうな気がします。

【ちなみに、国際出願課の状況といえば……】

国際出願課は、おもしろい組織概念を持ちます。

もちろん、特許庁の組織のひとつですが、条約が規

定する独立した組織である「受理官庁」という官庁

でもあります。さらには、国際出願が日本の国内手

続に係属されるために国内移行する際の「指定官庁」

という官庁でもあります。さらに、条約上の組織で

いえば、「国際調査機関」、「国際予備審査機関」のそ

れぞれの事務局的な役割も担っています。

この意味において、国際出願課は、出願を受けて

（出願支援課）、方式審査をして（方式審査課）、そし

て国際調査、国際予備審査の手続的な総括を行う（調

整課）機能を持っています。さらには、P C Tの実務、

手続に関する改正の検討、国際的な調整（国際課）も

行いますし、P C T規則改正が国内法令に規定される際

には国内法令の検討、法令造り（制度改正審議室）に

も参加していることになります。国際出願は、まさに

P C T国際出願に関する限り、特許庁の主な機能を包含

する「小さな特許庁」と言えるでしょう。

● 国際出願は、国際調査報告とともに、特許性のある

（肯定）なし（否定）に関する審査官の見解（国際調

査見解書）が出願人に提供される。

国際出願は、国際予備審査を請求する手続（第Ⅱ章手

続）と、国際予備審査を行わない手続（第Ⅰ章手続）が

あります。P C Tリフォーム直前のP C T規則改正の議論に

おいては、この第Ⅰ章手続と第Ⅱ章手続のアンバランス

が国際的に大きな問題になっていました。2 0 0 0年には、

第Ⅰ章の国際出願が全体の約1 5％である一方で、約8 5％

の国際出願が第Ⅱ章手続を選択していました。当時、第

Ⅱ章を選択すれば、国内移行期限にプラス1 0ヶ月の猶予

が与えられていたことも第Ⅱ章を魅力的にし、出願人に

いわゆる「時間買い」をさせていました。

その問題を解決するために、第Ⅰ章の国内移行期限に

もプラス1 0ヶ月を与え、一律3 0ヶ月とすることで、第Ⅱ

章の国際出願を減らし、国際出願の流れをより第Ⅰ章に

シフトさせるための改正（P C T 2 2条（1））が2 0 0 2年4月

に発効しました（日本での適用は2002年9月）。

しかし、この改正に難色を示したのが途上国です。そ

れまで、第Ⅱ章の国際予備審査の結果を国内審査の参考

にしていた途上国は、改正によって自国国内に移行して

くる国際出願が国際予備審査報告を伴わないことに懸念

を示したわけです。それを受け、当時始まったばかりの

P C Tリフォームでは、P C T制度が特許性の判断を提供す

るというメリットを途上国が引き続き確保できるような

仕組みを導入すべく議論を行いました。

そして導入されたのが、国際調査見解書です（P C Tリ

フォームの議論の過程では「拡張国際調査、国際予備審

査制度」と呼ばれていましたが、手続が確立してからは、

国際的にはその呼称はなくなりつつあります）。つまり、

国際予備審査における見解書（国際出願の特許性判断に

否定的な判断があったときに作成される）を、国際調査

の段階においても作成するものです。また、さらに出願

人へのサービス向上の意味合いも含めて、国際調査見解

書は、国際出願の特許性に関する肯定的、否定的のいず

れの見解であっても作成されることになりました。

【ちなみに、国際出願課の状況といえば……】

特許庁審査官の方々に、私は国際出願課です、と自
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己紹介すると、時として「あぁ、よく国際調査報告の

間違いで呼び出しが来るところですね。」と言われる

ことがあります。そのとおり、国際出願課から審査官

へ記載の誤りについての訂正のお願いがいくようなこ

とも時にあります。また、その連絡が、審査官の方々

の印象にとくに残りがちなのは、当課からの連絡が派

遣職員からの連絡であるから、というのもあるかもし

れません。若い女性の声で、国際調査報告の分類など、

マニアックな部分の誤記についての指摘があると、少

し驚かれる方もおられるようです。

国際出願課のもうひとつのパワーがここにありま

す。現在、2 4名の（すべて女性で構成される）派遣

職員、委託職員の方々は、国際出願のデータエントリ

ー、方式審査に関する補助業務などを行っています。

最近の状況では、派遣職員の方々にも業務的、手続的

な知識、ノウハウが相当蓄積されており、当課の業務

遂行の重要な柱のひとつです。

とくに、職員の異動が比較的多い中にあっては、職

員がより経験豊かな派遣職員から制度、手続について

教えてもらうことも多々あり、痛し痒しの場面も時に

見受けられます。それをよしと考えるならば、今後、

職員の任務は、P C T国際出願制度にかかるより本質的

で、複雑な問題を整理するような役回りを担うような

方向性が必要なのかもしれません。

● 出願人は、国際調査見解書に対して反論を述べる、

あるいはそれを見て、国際出願を補正する（1 9条補

正によって請求の範囲を補正、また国際予備審査を

請求した場合には、3 4条補正で明細書、請求の範囲、

図面を補正できる）機会が与えられている。国際調

査見解書は、第Ⅰ章手続においては、「特許性に関す

る国際予備報告（第Ⅰ章）」として指定官庁に提供さ

れる。また、第Ⅱ章手続では、国際予備審査報告の

副題として「特許性に関する国際予備報告（第Ⅱ章）」

が併記される。

国際調査見解書に対して、出願人が反論し、抗弁する

ことが認められます。出願人が、国際予備審査を請求す

るときには、出願人の抗弁は国際予備審査機関に対する

意見書として提出されますし、出願人が国際予備審査を

請求しない場合には、その反論は出願人の「コメント」

となります（P C Tで明文の規定を置かなかったため、条

約上の位置づけは非公式なコメントと位置づけられま

す）。そして、非公式なコメントはW I P Oがいったん受

理したのち、最終的に特許の実体審査の際に考慮される

ことを予期して、国内官庁（指定官庁）に送付されます。

出願人は、国際調査見解書を受け取ることで、より実

体的な補正を早期の段階で行うことが可能となります。

また、国際調査見解書が肯定的であれば、出願人は、明

細書に対してあえて補正を行う必要がない限り、国際予

備審査を請求する必要がなく、国際予備審査に要するコ

ストを節約することができます。

他方、国際調査機関、国際予備審査機関にとっては、

国際調査見解書の作成の際に国際出願を読み込んでいま

すので、その判断結果をP C Tの制度上で正式に記録とし

て残すという意味合いを持ちます。そして、その国際出

願に関して国際予備審査を行う場合、出願の内容を思い

出しながら、改めて国際出願を読み直すという負担が軽

減されます。さらに、国際調査見解書は、国際予備審査

機関の見解書としてみなされるため、原則として、国際

予備審査機関としての見解書を再び作成することなしに

国際予備審査報告を早期に、より少ない作業負担で作成

することができます。

では、「特許性に関する国際予備報告」の意義は何か

と、お考えかと思います。

先述のとおり、国際調査見解書は、途上国から見れば、

先進国の大手特許庁が作成した特許性に対する実体的な

判断であり、審査資源が限られたそれらの国々にとって

は極めて重要な審査資料となります。同時に、P C T制度

の側から見れば、国際出願には必ず特許性判断の予備的

な見解が添付されてくる、ということは、途上国に対し

ての利用促進、あるいは加盟促進のアピールとなります。

その点をより強調するため、国際出願は「特許性に関す

る国際予備報告」を必ず伴って、指定国たる特許庁に入

ってくるという新たな概念が導入されました。国際調査

見解書に表紙をつけるだけで、あえて別の名前の報告書

にした理由は、そこにあります。

「特許性に関する国際予備報告」という名称をめぐっ

ても、国際議論では紆余曲折がありました。一時は、単

に「報告書」という名前の報告書にする、という議論も
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真剣に行われていました。また、国際予備審査報告とい

う名称も完全に廃止し、「特許性に関する国際予備報告

（第Ⅱ章）」に統一することも試みました。しかし、国際

予備審査報告という名称は、P C Tの条約に規定された言

葉であるため、条約改正なしにその名称を改めることは

できず、併称されることになりました。

また、報告書に「特許性」という言葉を使用してよい

か、という議論も長い時間をかけて行いました。手続の

みを規定するP C Tが実体的な「特許性」にかかる報告書

を作成できるか、という条約が持つ権限の問題です。こ

の問題をどのように解決したかは、読者の方々への謎解

きとして残しておくことにいたします。

【ちなみに、国際出願課の状況といえば……】

国際調査見解書をめぐるP C Tリフォームの議論は、

私としても、議論をフォローするのに大変苦労した部分

です。P C Tの仕組みや手続の議論というよりは、実体

審査にかかる実務の議論が多く、どうしてもイメージが

つかめませんでした。そんな状況でありましたので、多

くの審査官の方々に様々なことを教えて頂いたり、また

ご迷惑をかけたことも多く、大変恐縮しております。

国際出願課の中で、調整課との橋渡しを担当してい

るのは、調整班です。とくに、最近では、同時処理の

問題についても、調整課審査基準室と当課調整班とで

綿密な議論が行われています。調整班は、本来、課内

の業務調整を所掌するための組織として設置されてい

ます。しかしながら、重なるP C T規則改正のあおりを

受けて、国際調査、国際予備審査の詳細な実務運用に

ついて、まさに調整班による手続の課外「調整」なし

に先には進めないという状況です。

調整課と当課の調整班は、お互い「調整」を冠にい

だくだけあって、極めて多忙な中にあっても、新制度

に関する細かい運用を着実に造り上げています。その

調整の中で、新たに認識された問題については、私か

らW I P Oに改めて提起し、検討を依頼しています。私

も、問題を提起しつつ、ひとつW I P Oと「調整」でも

してやろうか、と時として意気込むときがあります。

鼻息荒く、W I P Oに持ち込んだとき、いつも肩すかし

をくらうWIPOの一言があります。

「あぁ、そこまで考えてなかった」

● 国際出願は、国際調査、国際調査見解書、国際予備

審査報告（特許性に関する国際予備報告（第Ⅱ章））

の結果を踏まえて、国内で権利化を要しない国を特

定することができる。これにより、それらの国々で

費やしたであろうコストを節約できる。

国際出願には様々なメリットがあります。複数の外国

で権利化したい場合であっても、ひとつの出願を自国特

許庁に提出すればよい、というメリットが多く指摘され

るかもしれません。発明を限定的な国で権利化したい、

と考える出願人にはそのとおりかもしれません。しかし、

私は、国際出願は国内移行「しない国」を特定できるこ

とにP C Tのメカニズムとしての最大の利益があると考え

ています。国際出願制度において生成される報告書、そ

して国際出願が国内移行までの長い期間（優先日から3 0

ヶ月）に行われた市場調査、ライセンス契約の状況など

を判断しつつ、国内移行にコストをかける必要がない、

またはコストに見合わない国を特定できることが、逆説

的ではありますが、国際出願の旨味だと考えています。

【ちなみに、国際出願課の状況といえば……】

国際出願課で、国内移行の手続を取り扱うのは、

指定官庁に所属する1 6名の職員です。指定官庁に関

しては、2 0 0 0年1 2月からオンラインによる国内移行

手続を認めています。現在では、国内移行手続（国

内書面、翻訳文の提出、国内手数料の支払い）のオ

ンライン化率は約 9 9％に達しています。一方で、

2 0 0 0年以前に紙面で国内移行した国際出願に対する

その後の紙手続（名義変更など）も、当課内で指定

第4担当が担当しています。指定第4担当では、庁内

の特許手続では、もはや珍しくなった包袋の棚を背

後に抱えており、したがって、昔ながらの「包袋作

業」も行っています。この部分は、国際出願課が抱

える業務のバラエティを物語ります。入り口から出

口まで、とは、しばし国際出願課が担当する国際出

願の手続を表現しますが、まさに条約改正の議論か

ら昔の紙包袋処理まで、が国際出願課の業務です。

指定官庁のオンライン率が1 0 0％に近づいているこ

とを受けて、国際出願課内のレイアウトも今年の4月

から大幅に変更されました。3月までは、受理官庁と
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指定官庁がともに受付窓口カウンターに近いところ

に配置されていました。4月からは、いよいよ指定官

庁が、電子手続1 0 0％の風格を見せながら、受付カウ

ンターに近い課内配置の前線から一歩退くこととな

りました。

● 国際出願を国内実体審査にかける場合、優先日から

3 0ヶ月までに指定官庁に国際出願の翻訳文を提出し

国内移行をする。国内移行までの期間を費やして、

より正確な翻訳文を作成することができ、とくに特

殊な言語の国（たとえば、中国、韓国、ロシア、北

欧など）への国内移行を希望する場合に有効となる。

国際出願にかかる実体審査は、各国が認める言語に訳

された翻訳文をベースに行われます。出願がいかに翻訳

されるかは、権利化に際して非常に重要ですが、国際出

願であれば出願日を確保したうえで、翻訳に十分な時間

を確保することができます。

日本語から英語への翻訳であれば、翻訳に要する時間

の長短はそれほど大きな問題にはならないかもしれませ

ん。しかし、日本語を中国語などの特殊な言語に翻訳す

るときには、ある意味でまさに時間が勝負となります。

たとえば、中国で権利化したい場合、技術翻訳者が翻訳

したものを、再度、出願人自らががニュアンスも含めて

誤りがないかの確認を行っていると聞きます。しかし、

それが中国語のような場合、英語のように翻訳はできな

いが読解ができるので誤りは発見できるような状態と異

なり、出願人としては、とても時間を要する作業となる

そうです。

日本の場合、アジアでの権利の展開も多くなりますの

で、出願人が抱える中国語、韓国語への翻訳の問題を時

間の提供という意味において少しだけ解決策を与えてい

るのも国際出願制度です。

【ちなみに、国際出願課の状況といえば……】

翻訳に少し関係させて、最後に業務班と小職、国

際出願専門官の業務について、ご紹介します。まず、

国際出願専門官は、P C T手続きに関して国際出願課

とW I P Oをつなぐことが主な業務として分掌されてい

ます。その意味から、まずP C Tリフォームの議論を

担当し、そして規則改正後には日本での実務運用の

確立にあたり必要があれば、さらにW I P Oと直接に議

論を行っています。また、業務班は、P C Tに関する

W I P O情報を収集管理し、課内で発見、特定された手

続上の問題などを整理する業務です。業務班から

P C Tリフォーム、規則改正、W I P O運用などに関する

情報が課内に提供されます。

私と業務班が抱える最大の悩みは、P C Tリフォーム

のための会議に際して、提案文書が読み切れないこと

です。PCTリフォーム委員会、作業部会にあたっては、

毎回英文で3 0 0ページを超える提案文書がW I P Oのホ

ームページに掲載されます。掲載のタイミングも会議

開始のわずか数週間前ということが多く、猛烈な勢い

で読む必要があります。国際調査の質の向上などの総

論的な議論であれば、コンセプトだけで議論ができる

のでよいのですが、綿密な手続実務の提案があるとき

には、とくに閉口してしまいます。どこで、どのよう

な問題が提案手続の背後にあるかは、提案を読んだだ

けでは到底足りずに、分析という作業が必要で、これ

にも相当の時間を必要とします。そのような読解、分

析のあとで、ポイントのみを抽出して、課内合議にか

け、方式審査官の専門的な見地からの対処方針を検討

してもらうようにしています。これが、相当の作業です。

そんなときに、提案文書の翻訳文が会議に間にあう

適切なタイミングで手元にあれば、どんなに作業が

楽かと思います（国際課が業者翻訳を作成しますが、

当課の作業日程からすると、英語のままで読まざる

を得ないのが通常です）。

私が、微動だにせずにP C Tリフォームの提案を読

んでいるときには、手続に与える影響を深く分析し

ているか、あるいは、意識を半分失いかけているか

のどちらかです。そんなとき、一声かけていただく

と、その違いは容易にわかると思います。

3. PCT国際出願制度のこれから

（そして、国際出願課の役割）

P C T国際出願制度のこれからを考える場合、まず潮流

としては、今後のP C Tリフォームの動向がどうなるかと

いう問題と、今後P C Tの電子化がどのように進展するか
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という問題の2つの側面から考えるべきだと思います。

P C Tリフォームについては、2 0 0 1年頃の議論のように

制度の骨格を大胆に改革するような「議論ダマ」は当面

ありません。しかし、今後もP C Tリフォームは、①P L T

との親和性の確保、②官庁の重複の排除、③制度の単純

化（簡素化）の3つを目標に、議論が継続される見通し

です。①と②を実現しようとするあまり、どうしても③

の手続の単純化（簡素化）の目標に逆行する傾向にある

ことは、多くの国、関係者が気になり始めているところ

です。

また、P L TとP C Tとの親和性を高めるとの名目で、

P L T手続をP C Tに導入する動きも活発ですが、その実際

の実行性（つまり、国内法令を規定するP L Tが、手続事

項に限定して国際的な統一基準を作ろうとするP C Tに移

植できるのか、という問題）と、P C Tの条約枠内での

P L T手続導入の困難さが、次第に大きな問題になってき

ています。

優先権の回復などは、そのよい例だと思います。優先

権の回復については、これまで約3年にわたり議論をし

ています。しかし、議論のたびにP C Tの条約権限の中で

どのような回復が可能か、パリ条約との整合性はどう担

保されているのか、回復された優先権は実体的にどのよ

うな意味を持つのか、などの議論が繰り返し行われてい

ます。また、国際出願に欠落があったときの欠落補充規

定の導入も、優先権回復の議論の二の舞となるの懸念も

あります。私としては、優先権の回復も欠落補充の規定

も、P C T手続を複雑化することを代償として導入が可能

であれば、むしろ必要性の低い規定ではないかと感じて

います。しかし、国際的な議論の常ではありますが、い

ったん開始した議論をやめるためには相当な勇気と理由

づけが必要となるのかもしれません。

そうこうしているうちにP L Tそのものが発効してくる

ことも考えられます。そうなるとP C Tリフォームの中で

のP L TとP C Tの親和性の議論は、より活発化するのでし

ょうか？あるいは、鈍化するのでしょうか？問題は、さ

らに複雑な関係を呈するような気もします。

P C Tの電子化については、P C Tリフォームのように法

律、手続的な議論に加えて、技術的な問題がさらに関係

するので、動きはより制限的だと思います。日本も受理

官庁として、国際出願のオンライン出願を4月2 8日に開

始しました。同様に、W I P O国際事務局を始めとして他

のいくつかの国（E P O、フランス、フィンランド、韓

国、スペイン）でも、電子出願がすでに始まっています。

韓国は、W I P Oに信託基金を設けて、P C T電子出願のシ

ステムを途上国へ提供するようなプログラムを進めるよ

うだ、との噂も流れてきています。

増加の加減が変化しつつも、発展する国際出願制度は

依然として莫大な業務負担を官庁とW I P Oに与えていま

す。今後、国際出願制度は、電子手続と電子的な業務処

理によらなければ、P C Tの実務的な部分から制度が崩れ

始める虞さえあると考えています。その意味からも、冒

頭に述べたP C Tリフォームの三つ巴「政策」「法律」「実

務」のうち、「実務」がこれまで以上に大きな位置づけ

を持つことの必要性が裏付けられます。

【ちなみに、国際出願課の状況といえば……】

このようなもっともP C Tが揺れ動く時代に国際出

願課が果たす役割はなんだろう、と思うことがよく

あります。単にP C T実務運用の歯車だけではない部

分で、国際出願課がどのようにP C T国際出願制度に

貢献するのだろうと考えます。

国際出願課に対するこれまでのW I P Oの評価は、い

つも他国が気づかないような非常に微細でマニアッ

クな部分の指摘をしてくれるので助けられる、とい
P C Tリフォームは、W I P Oの会議室Ａで行われる。そこから新たな手続

が生まれる。（W I P Oと会議室Ａ）

会議室Ａ
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うものです。実際、これほど、P C T手続、運用につ

いて、ミクロな視点から精密に対処している国も少

ないであろうことは、国際会議に出席していて容易

に想像できます。しかし、国際出願課は、世界第2位

に位置する大量の国際出願を電子的に受付け、そし

て処理する官庁として、今後は、これまで以上にも

っとW I P O、とくにW I P O国際事務局に対して貢献す

るところがあるはずです。国際調査機関、国際予備

審査機関としての日本国特許庁の高い質が評価され

る一方で、受理官庁、指定官庁としての業務処理の

質の高さ、条約が定める期間遵守の精緻さも他国に

際立っています。そんな国際出願の管理ノウハウ、

そして国際出願の電子的な処理に関するノウハウ、

さらに多くの国が近い将来に抱えるであろう国際出

願の大量処理に対する秘訣などを積極的に提供でき

るはずです。それによって、P C T国際出願は、当課

にとって、もっとおもしろくなるはずです。

そんな「小さな特許庁」も、今後P C T国際出願制

度のダイナミックな動きの中で、質と量において大

きく成長、変革していくことと思います。P C T国際

出願に関しては、条約、規則、国際的な調整、制度、

手続、運用、電子出願のそれぞれの分野で足腰の強

い国際出願課なることを願っています。まさに変革

の時代のP C T国際出願制度と国際出願課を、これか

らもどうぞよろしくお願いいたします。

＊　＊　＊

さて、そろそろ飛行機はパリに到着です。パリからは、

飛行機をエールフランスに乗り換えて、さらに向かうは

ジュネーブです。ここで、「あれ？」と思った方々、そ

のとおりです。今、飛行機で向かう先は、実はゴールデ

ンウィーク（G W）とはまったく逆の状態、おまけに文

字までひっくり返ったP C Tリフォーム・ワーキンググル

ープ（W G）です。そこで、冒頭の表現に正誤を残して、

本稿を終わらせようと思います。

誤：G Wで海外にしょっちゅう行っている私のパターン

として、例にもれず、往きの飛行機では直前に残し

た仕事をかたづけています。

正：W Gで海外出張に行っている私のパターンとして、

例にもれず、往きの飛行機では直前に残した仕事を

かたづけています。……（ため息）

pro f i l e
星野 和男（ほしの かずお）

1 9 7 9年　特許庁入庁

1 9 8 5年～1 9 9 1年

通商産業省（当時）（通商政策局）

1 9 9 1年～1 9 9 3年

国際出願室（当時）

1 9 9 4年～1 9 9 7年

在ジンバブエ日本大使館

1 9 9 7年～2 0 0 0年

国際課、方式審査基準室

2 0 0 0年～現職

特許法条約（P L T）外交会議に出席したほか、

P C T関係の国際会議、実務的な協議には2 0

回以上出席。


